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多気町公告第 24 号 

 次のとおり公募によるプロポーザルを行いますので、多気町契約規則（平成１８年多気町規則第４

１号）第６条の規定により公告します。 

令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ８ 日 

多気町長 筒井 尚之 

 

令和 8 年度（R7 補正）民間資金等活用事業調査費補助事業 

油田公園活用可能性調査事業 

業務委託企画提案プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

地域の農林業の活性化を図るため農地や森林を総合的に活用して都市と農村の交流拠点とな

る場をつくり、あわせて地場産業と郷土歴史の発展に資するため設置された油田公園は、町に寄

贈され 20 年を超え、これまで地元自治会により大切に管理されてきたが、経年劣化による施設の

損傷が進み、加えて人口減少、高齢化、担い手不足が加速する地元において、今後の維持管理が

大きな課題になっている。町としても、どのようにするにしても多額の予算が必要と考えられ、その

捻出も含め、難題としてあり続けた。 

一方で、ほとんど周知をしていないにも関わらず、年間を通して同所を訪れる方は途切れること

がなく、また全国で活躍される親族の方々にとっての拠り所であり、かつこれだけ時間が経過して

も地元住民にとって大切な場所、地域のランドマークであり続けた。 

地元集落を含めた同所が持つ可能性と、それを実現するための手法等を明らかにするため、民

間資金活用事業導入可能性調査を実施したい。地域資源を活用した、持続可能なまちづくりに寄

与する多機能拠点としての発展を目指すものである。本事業を確実かつ円滑に遂行するため、業

務全般にわたるコンサルティング業務を委託により行う。 

ついては、本事業を実施するにあたり、当該業務を委託する事業者を選定するため企画提案プ

ロポーザルを以下により実施する。 

 

２ 業務概要 

（１）業 務 名  令和 8 年度（R7 補正）民間資金等活用事業調査費補助事業 

油田公園活用可能性調査事業業務委託（以下「本業務」という。） 

（２）業 務 内 容  令和 8 年度（R7 補正）民間資金等活用事業調査費補助事業 

油田公園活用可能性調査事業業務委託仕様書 

（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３）履 行 期 間  契約の日から令和 9 年 3 月 17 日まで 

（４）契約上限額  ７，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※この金額は契約金額の限度を示すものであり、本町がこの金額で契約するこ 

とを約束するものではない。 
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３ 委託業者選定方式 

募集方法はプロポーザル方式による公募とし、企画提案プロポーザルで選定した事業者を契約

予定者とする。 

 

４ 応募要件 

応募事業者は次の要件を満たしていることとする。 

  ①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定で示すものに該当する者で 

ないこと。 

  ②多気町入札参加資格者名簿の計画策定・コンサルティング部門に登録があること。 

③国・地方公共団体の指名停止又は指名除外の措置を受けていない者。 

  ④手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

  ⑤会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申 

立がなされている場合、又は、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始 

若しくは再生手続開始の申立がなされている場合にあっては、一般競争（指名競争）入札参加 

資格の再審査に係る認定を受けていること。 

⑥三重県内の地方公共団体が発注する PPP/PFI に係る導入可能性調査の業務実績があるこ 

と。 

  ⑦地方公共団体が発注する業務において、地方公共団体が有する施設等の財務分析を行い、 

経営再生に向けたコンサルティングの業務実績があること。 

 

５ 審査方法・評価基準 

（１）審査方法 

   プレゼンテーションを実施し、企画提案書とプレゼンテーションの内容について審査員が評価基

準に沿って審査し決定する。審査は役場関係部署で組織する審査委員会が行い、審査項目ごと

の評価点数の合計点数で競う評価方式により行う。 

   応募事業者は、提出した企画提案書を使用してプレゼンテーションを行う。映像機器やパソコン

等を使用する場合は、令和８年６月１９日（金）午後５時までに担当部署に連絡すること。ただし、

映像内容等は提出した企画提案書のみとすること。企画提案書の変更・追加は原則的に認めな

いものとする。 

（２）審査項目・評価基準 

   ①業務実績     （関連する業務実績、幅広い事業方式・事業スキームに関する実績等） 

   ②業務実施体制 

③企画提案内容  （仕様書「５．業務の内容」に記載された項目に関する提案） 

a） 企画性：本業務の目的に合致した提案となっているか。地域特性等を理解した上での提案

となっているか。 

b） 効果性：本業務における調査・分析内容が具体的で効果的なものとなっているか。 

c） 実現性：提案された内容は、現実的で実現可能なものとなっているか。 
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④業務実施計画  （業務工程） 

⑤その他       （提案者独自の提案。他社に対する優位性） 

⑥見積金額 

 

＜審査項目・評価基準表＞ 

審査項目 全体に占める割合 評価基準 

業務実績 １５/１００ 別紙１参照 

業務実施体制 １５/１００ 別紙１参照 

仕様書「５．業務の内容」に記載された項目に関

する提案 
５０/１００ 別紙１参照 

業務実施計画 ５/１００ 別紙１参照 

その他 １０/１００ 別紙１参照 

見積金額 ５/１００ 別紙１参照 

（３）プレゼンテーション実施日 

   令和８年６月２４日（水）午後１時３０分から 

   ※開催場所や時間は企画提案書提出者に別途通知する。 

   ※１応募事業者３０分以内（説明２０分，質疑１５分程度 ※応募事業者数により変更あり）。 

（４）契約予定者の選定 

   審査の結果、総合点数の最も高い事業者を契約予定者として選定する。ただし、最高点数事業

者が複数ある場合は、審査員の協議により選定する。 

   提案者が1者の場合は、各委員の評価点の平均が60点以上である場合に限り、契約予定者とし

て選定する。 

（５）審査結果 

審査結果は、令和８年６月２９日（月）に文書で発送する。 

なお、当該契約予定者が辞退した場合は、次点の事業者を契約予定者として選定する。 

（６）その他 

①審査結果についての異議申し立ては一切受け付けない。 

②審査結果は参加した全ての応募事業者に採択、不採択のみ文書で通知する。 

 

６ 質問及び回答 

（１）受付期間 令和８年６月１０日（水） 午後５時まで 

（２）受付方法 質問書【様式３】をＦＡＸ（0598-38-1140）で受付。 

なお、多気町役場商工観光課（電話 0598-38-1124）へ到着の確認を行うこと。 

（３）回答方法 一括してとりまとめ、質問者全員にメールで回答する。 

（４）回 答 日 令和８年６月１２日(金） 
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７ 参加申込書の提出期限 

（１）提出書類  企画提案プロポーザル参加申込書【様式４】 

（２）提出期限  令和８年６月１５日（月）午後５時まで（必着） 

（３）提出部数  １部 

（４）提出方法  郵送もしくは持参（土日及び時間外は受け付けない。）とする。ただし、郵送の場合は

書留郵便とする。 

８ 企画提案書の提出及び期限等 

（１）提出書類 

①企画提案書提出届  【様式１】 

②会社概要書  【様式任意：Ａ４版１ページ以内（既存パンフ等でも可）】 

③業務実績  【様式任意：Ａ４版２ページ以内】 

   次の実績については必ず記載すること。 

三重県内の地方公共団体が発注する PPP/PFI に係る導入可能性調査の業務実績、及び

地方公共団体が発注する業務において、地方公共団体が有する施設等の財務分析を行い、

経営再生に向けたコンサルティングの主な契約実績（実施年度、事業名、契約相手先） 

④業務実施体制  【様式任意：Ａ４版１ページ以内】 

実施体制及び配置可能な技術者の氏名、所属、経歴、資格、実績を明記すること。その他、

円滑に実施するための体制について、特記すべき事項があれば記載すること。  

⑤企画提案書【様式任意】 

企画提案書には以下の項目を記載（ア～ウの順）し、全体をＡ４版、両面印刷１５ページ以

内で作成すること。（Ａ３版の場合は、１ページをＡ４版２ページとみなす。また、表紙・目次を

付ける場合にはページに含めない。） 

ア） 仕様書「５．業務の内容」に記載された項目に関する提案 

イ） 業務実施計画 

ウ） その他（本業務遂行にあたり、仕様書に記載された事項に加えて実施できる提案や他

社に対して優位であると思われる点など） 

⑥見積書【様式２】 

積算が詳細に分かる内訳書を添付すること。 

（２）提出期限  令和８年６月１９日（金）午後５時（必着） 

（３）提出部数  ８部（原本１部、副本６部） 

（４）提出方法  郵送もしくは持参（土日及び時間外は受け付けない。）とする。ただし、郵送の場合

は書留郵便とする。 

 

９ 提案書の無効及び失格 

次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。 

（１）提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合。 
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（２）提出書類に虚偽の記載があった場合。 

（３）会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態になった 

場合。 

（４）審査の公平性を害する行為があった場合。 

（５）その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合。 

１０ 留意事項 

（１）企画提案に要する費用は、提案者の負担とする。 

（２）提出された提案資料については、返還しない。 

（３）提出された提案資料については、多気町情報公開条例（平成１８年多気町条例第９号）に基づき 

情報公開の対象となる。ただし、企業秘密など公開することで提案者に不利益を与える部分は、原 

則として公開しないので当該部分を明記すること。 

（４）委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等は、多気町個人情報保護条例（平 

成１８年多気町条例第１０号）を遵守すること。 

（５）その他必要な事項は、多気町会計規則の規定によるものとする。 

（６）成果物の著作権の全部（著作権法第２７条及び第２８条規定の権利を含む）は、多気町に帰属 

するものとする。 

 

１１ スケジュール 

質問受付期間 令和８年６月１０日（水）午後５時 

質問に対する回答 令和８年６月１２日（金） 

参加申込書提出期限 令和８年６月１５日（月）午後５時 

企画提案書提出期限 令和８年６月１９日（金）午後５時 

プレゼンテーション実施日 令和８年６月２４日（水）≪午後≫ 

※応募事業者多数の場合は、２５日となる場合もあります。 

審査結果通知文書発送 令和８年６月２９日（月） 

 

１２ 連絡及び提出先 

〒５１９－２１８１  

三重県多気郡多気町相可１６００番地 多気町役場 商工観光課 

担 当 ：西村、園田 

電話番号：0598-38-1124  ＦＡＸ：0598-38-1140 

E - m a i l： s h o k o - k a n k o @ t o w n . m i e - t a k i . l g . j p  

開庁時間：午前８時３０分～午後５時１５分 
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（別紙１） 

油田公園活用可能性調査事業業務委託に係る業者選考評価基準及び配点 

審査 

項目 
審査事項 

配 

点 

評価点の掛け率 

Ａ 

（1.0） 

Ｂ 

（0.8） 

Ｃ 

（0.6） 

Ｄ 

（0.4） 

Ｅ 

（0.2） 

業務 

実績 

PPP/PFIの関連業務や、地方公

共団体が有する施設等の財務

分析を行い、経営再生に向けた

コンサルティングの実績・ノウハ

ウを有しているか。本業務に有

効な実績・ノウハウ（幅広い事業

方式・事業スキームに係る実績

等）を有しているか。 

15 

点 

極めて 

十分 
十分 普通 

やや 

不十分 
不十分 

業務 

実施 

体制 

業務遂行に十分な組織体制が

整っており、柔軟な対応（打合せ

を含む。）が可能か。（実績のあ

る技術者及び必要な人員が十

分確保されているかなど。） 

15 

点 

極めて 

妥当 
妥当 普通 

やや 

不十分 
不十分 

仕様書

「５．業

務の内

容」に

記載さ

れた項

目に関

する提

案 

a）企画性：本業務の目的に合致

した提案となっているか。地域

特性等を理解した上での提案と

なっているか。 

10 

点 

極めて 

妥当 
妥当 普通 

やや 

不十分 
不十分 

ｂ）効果性：本業務における調

査・分析内容が具体的で効果的

なものとなっているか。 

20 

点 

極めて 

妥当 
妥当 普通 

やや 

不十分 
不十分 

c）実現性：提案された内容は、

現実的で実現可能なものとなっ

ているか。 

20 

点 

極めて 

妥当 
妥当 普通 

やや 

不十分 
不十分 

業務実 

施計画 

業務工程が具体的かつ実現可

能なものか。 

5 

点 

極めて 

妥当 
妥当 普通 

やや 

不十分 
不十分 

その他 

仕様書に記載された事項に加え

て実施できる提案や他社に対し

て優位であると思われる点（民

間企業とのネットワーク等）。 

10 

点 

極めて 

妥当 
妥当 普通 

やや 

不十分 
不十分 

見積 

金額 
右の通り 

5 

点 

見積金額満点（５点）×提案された最低額/提案額 

（小数点以下は切り捨て） 

合計（１００点満点）        点 
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【様式１】 

 

企画提案書提出届 

 

 

 多気町長  あて 

 

 

令和 8 年度（R7 補正）民間資金等活用事業調査費補助事業油田公園活用可能性調査事業業務

委託について、別紙のとおり企画提案書を提出します。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

所 在 地 

 

商号又は名称 

 

                代表者氏名               印 

 

 

 

 

担当者 

氏   名  

所属・ 

役職等 

 

住   所  

電 話  FAX  E-mail  
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【様式２】 

 見 積 書 （委託業務関係用） 

見 積 価 格 ￥ 

施行（履行）場所 多気郡 多気町 地内 

委 託 （ 業 務 ） 名 
令和 8 年度（R7 補正）民間資金等活用事業調査費補助事業 

油田公園活用可能性調査事業業務業務委託 

 

 上記金額で多気町会計規則（平成 18 年多気町規則第 38 号）及び指示のあった条件

によって請負したく見積します。 

 なお、上記金額に 100 分の 110 を乗じた額（1 円未満の端数は切り捨てる。）が契約希

望金額です。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

見積者  所 在 地 

 

商号又は名称 

 

         代表者氏名                 印 

 

 

 

  多気町長 あて 
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【様式３】 

質    問    書 

 

令和   年   月   日 

 

多気町長  あて 

 

所 在 地 

 

商号又は名称 

 

                担当者氏名               印 

電 話  

ＦＡＸ  

E-mail  

            

令和8年度（R7補正）民間資金等活用事業調査費補助事業油田公園活用可能性調査事業業務委

託に係るプロポーザルについて、下記のとおり質問します。 

記 

項  目 

（書類名称・ページ・項目など） 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 質問事項は、本様式１枚につき１問とし、簡潔に記載してください。 

 

 

送付先：多気町役場商工観光課 ＦＡＸ 0598-38-1140 

（電話 0598-38-1124） 



 

10 

【様式４】 

令和 8 年度（R7 補正）民間資金等活用事業調査費補助事業 

油田公園活用可能性調査事業業務委託企画提案プロポーザル参加申込書 

                             令和８年  月  日 

 多気町長  あて 

 

 私は、下記の案件に参加したいので、申し込みます。 

なお、この申込書及び後に提出する企画提案書等の記載事項については、事実と相違ないこと及び下記

誓約事項について誓約します。 

               住所（所在地）： 

               申込者 商号又は名称： 

               代表者職氏名：                   印 

               電話番号：                 FAX 番号  ： 

記 

１．案件名称  令和 8 年度（R7 補正）民間資金等活用事業調査費補助事業 

油田公園活用可能性調査事業業務委託 

２．誓約事項    

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定で示すものに該当する者でない

こと。 

   ②多気町入札参加資格者名簿の計画策定・コンサルティング部門に登録があること。 

③国・地方公共団体の指名停止又は指名除外の措置を受けていない者。 

   ④手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

   ⑤会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立

がなされている場合、又は、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始若しく

は再生手続開始の申立がなされている場合にあっては、一般競争（指名競争）入札参加資格の再

審査に係る認定を受けていること。 

   ⑥三重県内の地方公共団体が発注する PPP/PFI に係る導入可能性調査の業務実績があるこ

と。 

   ⑦地方公共団体が発注する業務において、地方公共団体が有する施設等の財務分析を行い、経営

再生に向けたコンサルティングの業務実績があること。 

３．申込書の記載事項に関する問い合わせ先 

   名 称 ： 

   担当者名： 

   電話番号：                       FAX 番号： 

   E-mail ： 

 ※申込書に記載の個人情報に関しては、落札資格確認のために利用する以外に使用しません。 

 ※本書類提出後に参加を辞退する場合は、速やかに担当課あてに連絡してください。 


